
このようなごみの焼却はできません！このようなごみの焼却はできません！

野焼き野焼き ブロック積みブロック積み ドラム缶ドラム缶 一斗缶一斗缶

ストップ野焼き！ストップ野焼き！

お問合せ　環境保全課　☎985-7126

お問合せ　建設課　☎985 -7125

次にあげるもので、公益
上若しくは社会の慣習上
やむを得ない、又は周辺
地域の生活環境に与える
影響が軽微である場合

（例）
焼き畑、あぜの草及び下枝の焼却
魚網にかかった魚介類の焼却など

落ち葉焚き、キャンプファイヤー

①農業、林業又は漁業を営むためにやむを
得ないものとして行われる焼却

②たき火その他日常生活を営む上で通常行
われる焼却であって軽微なもの
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